
富山県立高等学校専攻科修学支援金支給要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、富山県立高等学校の専攻科に在学する低所得世帯の生徒に対して、

教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、高等学校

等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱（令和２年４月１日文

部科学大臣決定）に基づき支給する高等学校専攻科修学支援金（ 以下「専攻科支援金」

という。）について必要な事項を定めるものとする。 

  

（受給資格）  

第２条 専攻科支援金の対象となる者は、富山県立高等学校の専攻科に在学する生徒であ

って、次の各号の全ての要件を満たす者とする。 

 （１）日本国内に住所を有する者 

 （２）高等学校等専攻科を修了していない者 

ここでいう高等学校等とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の

高等部、高等専門学校（第１学年から第３学年）又は専修学校の高等課程（修業年限

が３年以上）とする。 

 （３）高等学校等専攻科に在学した期間が通算して２４月を超えない者（高等学校等専攻

科の定める修業年限がこれに満たないものについては、当該修業年限。） 

 （４）保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者として、次のいずれか

に該当する者 

  ア 保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者（以下「住民

税非課税世帯」という。） 

イ 保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が８５,

５００円未満である者（アに該当する者を除く。）（以下「住民税非課税世帯に準

ずる世帯」という。） 

ここでいう保護者等とは、生徒に保護者（親権を行う者（親権を行う者のないとき

は、未成年後見人）をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第３３条の２第１項、第３３条の８第２項又は第４７条第２項の規定

により親権を行う児童相談所長、同法第４７条第１項の規定により親権を行う児童福

祉施設の長及び民法（明治２９年法律第８９号）第８５７条の２第２項の規定により

財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人を除く。）がいる場合

は当該保護者とし、生徒に保護者がいない場合は当該生徒（当該生徒が主として他の

者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者）とする。 

（５）高等学校専攻科の学科のうち、大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養

成課程に在学する者 

（６）高等学校等を初めて卒業（修了）した日の属する年度の翌年度の末日から富山県立

高等学校の専攻科に入学した日までの期間が２年を経過していない者 

２ 前項に規定する者が次のいずれかに該当するときは、原則として、それぞれに定める

時点から支給の対象としない。ただし、災害、疾病その他のやむを得ない事由があると

認める場合はこの限りではない。 

 （１）退学・停学（３か月以上のものに限る。）の処分を受けた者  処分を受けた日   

の属する月の翌月 

ただし、停学処分を受けたものであって、３か月未満の期間で復学した者につい

 



ては、処分を受けた日の属する月の翌月から、処分が解かれた日の属する月までの

支給をしないこととする（処分を受けた日と処分が解かれた日の属する月が同月の

場合は、処分を受けた日の属する月の翌月の支給をしないこととする。）。なお、こ

の場合において、支給期間の進行は停止しない。 

 （２）一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の５割以

下の者  翌年度の４月 

 （３）一の年度における出席率が５割以下の者  翌年度の４月 

 

（支給額） 

第３条 専攻科支援金の額は、世帯の所得に応じて次の表に定める額を支給する。 

対象となる世帯 支給額 

住民税非課税世帯 月額９,９００円 

住民税非課税世帯に準ずる世帯 月額４,９５０円 

 

（受給資格の認定等） 

第４条 専攻科支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、富山県

教育委員会（以下「教育委員会」という。）が別に定める日までに、高等学校専攻科修

学支援金受給資格認定申請書（様式１）に課税証明書等を添付して、高等学校を経由し

て教育委員会に提出しなければならない。 

２ 高等学校は、前項の申請書の提出があったときは高等学校専攻科修学支援金受給資格

認定申請者一覧（様式２）を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の提出があったときは、速やかに当該申請を審査のうえ、認定又

は不認定を決定し、高等学校専攻科修学支援金の受給資格認定について（様式３及び別

添）を作成し、当該高等学校に審査結果を通知するものとする。 

４ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、申請者に対して高等学校専攻科

修学支援金の受給資格認定について（様式４又は５）により受給資格認定の通知又は不

認定の通知をするものとする。 

５ 高等学校は、第３項の認定を受けた者（以下「受給権者」という。）に対して、高等

学校専攻科修学支援金支給決定（支給予定）通知書（様式６）により支給決定額等を通

知するものとする。 

 

（代理受領等） 

第５条 学校設置者は、受給権者に代わって専攻科支援金を受領し、その有する当該受給

権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。 

 

（収入状況の届出等） 

第６条 受給権者は、毎年度、教育委員会が別に定める日までに、高等学校等専攻科修学

支援金収入状況届出書（様式１）（以下「収入状況届出書」という。）に課税証明書等

を添付し、高等学校を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

２ 高等学校は、前項の届出書の提出があったときは、高等学校専攻科修学支援金収入状

況届出者一覧（様式７）を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の届出書及び前項の規定による書類の提出があったときは、支

給の可否及び支給額について判定し、高等学校専攻科修学支援金の収入状況審査結果に

ついて（様式８及び別添）を作成し、当該高等学校に審査結果を通知するものとする。 



４ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、支給対象者に対して、高等学校

専攻科修学支援金支給決定（支給予定）通知書（様式６）により支給決定額等を通知す

るものとする。 

５ 第３項の判定により、受給資格を満たさない者と認めた場合は、教育委員会は高等学

校専攻科修学支援金の受給資格の消滅について（様式９及び別添）を作成するものとす

る。 

６ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、受給者に対して、高等学校専攻

科修学支援金の受給資格の消滅について（様式１０）により資格消滅の通知をするもの

とする。 

 

（支給の差止め） 

第７条 教育委員会は、受給権者から、正当な理由なく収入状況届出書の提出がない場合

には、受給権者に対する専攻科支援金の支給を一時差止めする決定を行い、高等学校専

攻科修学支援金の支払の一時差止めについて（様式１１及び別添）を作成し、当該高等

学校に通知するものとする。 

２ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、当該受給権者に高等学校専攻科

修学支援金の支払の一時差止めについて（様式１２）により通知するものとする。 

 

（受給資格消滅） 

第８条 受給権者が、卒業、退学又は転学した場合には、受給権者が在学する高等学校は

高等学校専攻科修学支援金受給資格消滅者一覧（様式１３）を教育委員会に提出するも

のとする。 

２ 教育委員会は、前項の提出があったときは、高等学校専攻科修学支援金の受給資格の

消滅について（様式９及び別添）を作成し、当該高等学校に通知するものとする。 

３ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、当該受給権者（卒業した者を除

く）に高等学校専攻科修学支援金の受給資格の消滅について（様式１０）により通知す

るものとする。 

 

（支給停止） 

第９条 受給権者は、休学するときには、専攻科支援金の支給の停止を教育委員会に申し

出ることができるものとし、高等学校専攻科修学支援金の支給停止申出書（様式１４）

により高等学校を経由して教育委員会に提出するものとする。 

２ 高等学校は、前項の提出があったときは、高等学校専攻科修学支援金支給停止申出者

一覧（様式１５）を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、支給停止の決定を行

い、高等学校専攻科修学支援金支給停止者一覧（様式１６）を作成し、高等学校を通じ

て、高等学校専攻科修学支援金の支給の停止について（様式１７）により、当該受給権

者に通知するものとする。 

 

（支給再開） 

第１０条 前条第１項の申出をした受給権者は、復学したときには、高等学校専攻科修学

支援金の支給再開申出書（様式１８）に収入状況届出書及び課税証明書等を添付して高

等学校を経由して教育委員会に提出しなければならない。 

２ 高等学校は、受給権者から前項の提出があったときは、高等学校専攻科修学支援金支



給再開申出書一覧（様式１９）を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、申出が適当と認めら

れるときは、申出のあった日の属する月の翌月から専攻科支援金の支給を再開し、高等

学校専攻科修学支援金支給再開者一覧（様式２０）を作成し、支給対象者に高等学校等

専攻科修学支援金の支給の再開について（様式２１）により通知するものとする。 

 

（個人対象要件証明書等） 

第１１条 高等学校は、申請者が第２条第２項に規定する者に該当しないことを証するた

め、教育委員会が別に定める日までに、個人対象要件証明書（様式２２）を教育委員会

に提出するものとする。 

２ 高等学校は、受給権者に第２条第２項の規定に該当する者が出た場合には、個人対象

要件報告書（様式２３）を教育委員会に提出するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の報告書の提出があったときは、高等学校専攻科修学支援金受給

資格消滅者一覧（様式９及び別添）を作成し、当該高等学校に通知するものとする。 

４ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、当該受給権者に高等学校専攻科

修学支援金の受給資格の消滅について（様式１０）により通知するものとする。 

５ 教育委員会は、第２項の報告書の提出があり、第２条第２項（１）のただし書きに該

当する者がいる場合は、支給を一時差止めする決定を行い、高等学校専攻科修学支援金

の一時差止めについて（様式 11 及び別添）を作成し、当該高等学校に通知するものとす

る。 

６ 高等学校は、前項の規定による通知を受けたときは、当該受給権者に高等学校専攻科

修学支援金の支払の一時差止めについて（様式１２）により通知するものとする。 

 

（支給実績証明） 

第１２条 受給権者又は受給権者であった者は、専攻科支援金の支給の実績を証明する書

類の発行を請求するときは、教育委員会に高等学校専攻科修学支援金の支給実績証明書

発行申請書（様式２４）を提出し、高等学校専攻科修学支援金の支給実績証明書（様式

２５）の交付を受けることができる。  

 

（支援金の返還等）  

第１３条 教育委員会は、第２条に掲げる要件と相違する申請事実により支給の決定を受

けた者があるときは既に受給した専攻科支援金額に相当する金額の全部又は一部を返還

させることができる。 

 

（状況報告及び調査）  

第１４条 教育委員会は、支給の状況に関し必要があると認めるときは、高等学校に対し、

報告もしくは文書その他物件の提出もしくは提示を命じ、又は当該職員に調査させるこ

とができる。 

 

（書類、帳簿等の保存期間）  

第１５条 高等学校は、専攻科支援金に係る証拠書類を支給の完了の日の属する年度の翌

年度から５年間保存しなければならない。 

  

（その他） 



第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定

める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


